
 

キャンペーン期間 平成２７年１月５日（月）～５月２９日（金） 
 

キャンペーン金利（変動金利） 
 

 
 
 
 
 
 
 
      

 ○必要なときに、必要な額だけ 
   何回でもご融資 
 

 ○お子さまの在学中は 
   元金のご返済を据置 
      （親子リレー返済もご利用いただけます） 
 
 ○原則として 
   担保・保証人不要 
     
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                  
 
 
 

年 

必要なときに何度でもお借入れできる 

東和の教育ローン 
＜自由プラン・まなびや＞ 

金利優遇キャンペーン 



●必要なときに、必要な額だけ何回でもご融資  
 あらかじめ定めたお借入限度額の範囲内なら、必要なときに必要な額だけ何回でも教育資金をご融資いたします。（反復利用） 
 例えば、入学時に入学金と１年目の授業料をお借入れいただき、２年目以降の授業料等は必要となったときにお 
 借入れいただけます。 
●お子さまの在学中は元金のご返済の据置をご利用いただけます  
 お子さまの在学期間中は、利息のみのご返済で元金のご返済を据え置きできます。お子さまがご卒業されてから元金のご

返済を開始していただきます。（据置期間中でもご希望時に随時元金のご返済も可能です）なお、お子さまの在学期間中において、元
金のご返済を開始することも可能です。また、返済につきましては、「親子リレー返済」もご利用いただけます。 

 ●親子リレー返済とは… 
  お子さまが就職し、かつ成人に達した時点でお申出いただき、改めて審査・手続きのうえお子さまを連帯債務  

者に加えることにより、お子さまの預金口座からご返済いただけます。 
【ご利用のしくみ】 （例）５００万円お借入れ限度額を設定（５００万円ご融資）をした場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 【商品概要】                                                        （平成２７年１月５日現在） 

ご利用いただける方 

 ①大学（短期大学、大学院を含みます）、専門学校、各種学校、高等学校、中学校、小学校、幼稚園に入学、在
 学または留学されるお子さまを扶養する親権者または後見人の方 
②お申込み時の年齢が満２５歳以上、完済時満６５歳以下の方 
③現在のお勤め先で勤続年数３年以上の給与所得者の方または現在のご職業で営業年数５年以上の自営業者の方
④お取扱店の営業区域内にお住まいかお勤めの方 
⑤東和信用保証㈱の保証が受けられる方 
⑥その他、当行の融資基準を全て満たす方 

お使いみち 
 ①入学金、授業料等の費用 
②入学・在学に必要な仕度金（入室に伴う敷金、保証金、礼金、引越費用、家財購入資金等） 
③仕送り費用 

ご融資金額 
 １０万円以上５００万円以内（１万円単位） 
  ただし、仕送り費用は１ヶ月１０万円以内とします。（定額自動送金をご利用ください） 
  また、当行の取扱基準によってはご融資額に制限がございます。 

ご融資金利 

 年２．５００％（変動金利、保証料を含みます） 
  新規のご融資金利は、キャンペーン期間中（平成２７年１月５日から５月２９日まで）に限り、キャンペーン金利を適用いたします。 
  ご融資後の金利は毎年４月１日、１０月１日の当行住宅ローン基準金利をもとに見直しを行い、６月および１２月の約定返済
  日の翌日より新金利を適用します。なお、ボーナス返済部分については、新・旧分かち計算をします。 

ご融資期間 

 １年以上１５年以内（ただし、据置期間＋１０年以内） 
●据置期間（当座貸越） 
 ①規定就学年数または卒業までの要在学年数＋１年以内（卒業後６ヵ月を限度） 
 ②上級学校への進学または第２子以降の進学・入学が決定した場合、据置期間中に限り、お客さまからのお申
  出により当行取扱基準の範囲内で最長８年まで延長できます。 
   退学された場合、据置期間はご利用いただけません。元金のご返済を開始していただきます。 
   留年による据置期間の延長はご利用いただけません。 
●返済期間（証書貸付） 
 据置期間終了後１０年以内 

証書貸付への切替 
 据置期間（当座貸越）の契約期限日が到来する方を対象として、当座貸越から証書貸付へ切替えを行います。 
切替時の返済元金は、切替日現在の貸越残高とします。 
切替時のご融資金利は、切替日現在の新規ご融資金利とします。 

返済方法 

 ●据置期間中（当座貸越） 
 毎月利息のみのご返済 （お客さまのご希望時に元金をご返済いただくこともできます） 
●据置期間終了後の返済期間（証書貸付） 
 毎月の元利金均等返済 
  なお、ご融資金額の５０％以内で、ボーナスによる増額返済（年２回）の併用もご利用いただけます。 

担保・保証人 
 原則として必要ございません。（東和信用保証㈱の保証をご利用いただきます） 

ただし、年収合算者の方は連帯保証人とさせていただきます。 

手数料  
据置期間終了後のお手続時には、当行所定の用紙代が別途必要となります。 
繰上返済時、条件変更時には当行所定の手数料が別途必要となります。 

  

詳しくは、銀行窓口までお気軽にご相談ください。 

※審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※店頭に説明書をご用意しております。 
※店頭にて返済額を試算いたします。 


